
障がい者プラン策定体制

●策定段階における打合せ メンバー
●最終案の決裁 ①市民の代表者

②学識経験を有する者
報告／決裁 ③福祉関係団体の代表者

④社会福祉を目的とする事業者
⑤社会福祉に関する活動を行う者
⑥市長が特に必要と認める者

●インタビュー、アンケート ●アンケート調査内容の検討
●骨子案、素案の作成 ●骨子、素案の検討

照会／回答
パブコメ

●担当事業の実施方針の作成 意見照会
●掲載内容の確認

千葉県

市長、副市長 策定委員会

事務局：障がい福祉課

意見聴取

市民

各課等
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